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新旧対照表（令和６年４月 1 日施行） 

  

新（令和 6年 4月 1日施行） 旧（令和 5年 8月 1日施行） 

目次 

 

 

 

(省略) 

配水管から水道メーターボックスまでの給水材

料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

(省略) 

給水工事における掘削小穴・・・・・２１～２２ 

道路工事現場における標示施設等の設置基

準・・・・・・・・・・・・・・・・２３～２４ 

給水取出し工事写真撮影要領・・・・２５～２６ 

給水工事検査について・・・・・・・・・・２７ 

耐圧テストポンプの掛け方（一次側）・・・２８ 

耐圧試験写真撮影要領・・・・・・・２９～３０ 

受水槽設備について・・・・・・・・３１～３７ 

水路（開渠）を横断する場合の上越し、下越しの基

準について・・・・・・・・・・・・３８～３９ 

給水装置工事フロー図・・・・・・・・・・４０ 

事前調査項目・・・・・・・・・・・・・・４１ 

給水装置等表示一覧・・・・・・・・４２～４３ 

水道給水装置工事申込書（公道分新設記入

例）・・・・・・・・・・・・・・・・４４～４７ 

分岐配管記入例・・・・・・・・・・・・・４８ 

改造図面記入例・・・・・・・・・・・・・４９ 

個人管分岐からの記入例・・・・・・・・・５０ 

念書作成記入例・・・・・・・・・・・・・５１ 

共同住宅申込書作成見本（公道分新

設）・・・・・・・・・・・・・・・・５２～５３ 

共同住宅申込書作成見本（分岐新

設）・・・・・・・・・・・・・・・・５４～５５ 

水道使用申込書・・・・・・・・・・・・・・５６ 

工事内容確認シート・・・・・・・・・・・５７ 

道路占用許可書の写し・・・・・・・・・・５８ 

道路使用許可申請書の写し・・・・・・・・５９ 

占用図面の写し・・・・・・・・・・・・・・６０ 

工事施工書記入例・・・・・・・・・・６１～６４ 

目次 

 

(省略) 

給水装置工事フロー図・・・・・・・・・・１４ 

 

(省略) 

舗装復旧標準図・・・・・・・・・・・・・２１ 

給水取出し工事における舗装復旧影響部（推進工

法）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

給水取出し工事における舗装復旧影響部（開削工

法）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

給水工事における掘削小穴・・・・・・２４～２５ 

道路工事現場における標示施設等の設置基

準・・・・・・・・・・・・・・・・・２６～２７ 

配水管から水道メーターボックスまでの給水材

料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

水道給水装置工事申込書（公道分新設記入

例）・・・・・・・・・・・・・・・・２９～３２ 

水道使用申込書・・・・・・・・・・・・・３３ 

調査項目と内容・・・・・・・・・・・・・３４ 

道路占用許可書の写し・・・・・・・・・・３５ 

道路使用許可申請書の写し・・・・・・・・３６ 

占用図面の写し・・・・・・・・・・・・・３７ 

工事施工書（施工者用）・・・・・・・・・・３８ 

工事施工書（監督用）・・・・・・・・・・・３９ 

公図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

共同住宅申込書作成見本（公道分新

設）・・・・・・・・・・・・・・・・４１～４２ 

共同住宅申込書作成見本（分岐新

設）・・・・・・・・・・・・・・・・４３～４５ 

工事施工書記入例・・・・・・・・・・４６～４８ 

念書作成記入例・・・・・・・・・・・・・・４９ 

改造図面記入例・・・・・・・・・・・・・・５０ 

ヘッダー配管記入例・・・・・・・・・・・・５１ 

個人管分岐からの記入例・・・・・・・・・・５２ 

別紙第１ 
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公図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

工事写真表紙・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

耐圧試験報告書の表紙・・・・・・・・・・・６７ 

自主検査調書・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

開発行為等における分譲地の給水計画につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

開発行為等による宅地分譲の場合・・・・・・７０ 

配水管帰属受入フロー図・・・・・・・・・・７１ 

  

給水取出し工事写真撮影要領・・・・・５３～５４ 

工事写真表紙・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

給水工事検査について・・・・・・・・・・・５６ 

耐圧テストポンプの掛け方（一次側）・・・・５７ 

耐圧試験写真撮影要領・・・・・・・・５８～６１ 

耐圧試験報告書の表紙・・・・・・・・・・・６２ 

受水槽設備について・・・・・・・・・６３～６９ 

開発行為等における分譲地の給水計画につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

開発行為等による宅地分譲の場合・・・・・・７１ 

配水管帰属受入フロー図・・・・・・・・・・７２ 

給水装置等表示一覧・・・・・・・・・・・・７３ 

給水装置記号の表示・・・・・・・・・・・・７４ 

自主検査調書・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

給水装置工事竣工検査願・・・・・・・・・・７６ 

水路（開渠）を横断する場合の上越し、下越しの基

準について・・・・・・・・・・・・・７７～７８ 

 

ｐ.2 

上から

6行目 

③ 工事内容確認シート ｐ.2 

上から

6行目 

③ 調査項目と内容 

ｐ.2 

上から

23 行目 

③ 工事内容確認シート ｐ.2 

上から

23 行目 

③ 調査項目と内容 

ｐ.5 

上から 

3 行目 

(削除) 

 

 

・（削除）下書き等は必ず消しゴムできれいに消す。 

 

・各記入欄への記入は印字や社名スタンプでも良

い。ただし、枠からはみ出さないようにする。 

 

・（削除） 

 

 

 

 

・申込者(削除)には、必ずフリガナ、電話番号を記

入する。 

ｐ.5 

上から

3行目 

・給水装置申込者の意思を明確にしていただくため

に、申込み配管図面を申込者に確認してもらった

後に、本人の署名捺印をいただく。 

・水道給水装置工事申込書は公文書になるので、下

書き等は必ず消しゴムできれいに消す。 

・原則として、氏名を記入する欄は、手書きとする。

会社等の場合は、社名スタンプや印字等でも良

い。ただし、枠からはみ出さないようにする。 

・申込書の各所有者が法人で同一所有であれば該当

する欄に「申込者に同じ」や「同上」等の記入方

法を使用し、欄からはみ出さないようにする。ま

た、会社印が重ならないようする。（個人の場合

は上記の記入方法を使用してはならない） 

・申込者、使用者には、必ずフリガナ、電話番号を

記入する。 
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・給水装置所在地（使用場所）欄は、申込地の地番

が複数ある場合は全て記入する。また、区画整理

地内の場合は従前地と仮換地を記入する。 

 （記入例）従前地：伊勢崎市○○〇町○○〇番地 

      仮換地：○○〇土地区画整理事業○○

〇街区○○〇 

・申込者が土地・家屋の所有者と異なるときは使用

の同意(削除)を得る。 

・利害関係人覧は給水装置所在地(使用場所)以外で

の利害関係人から同意を得てから記入する。 

 

・土地の同意の場合は、利害関係人欄の「土地」を

丸で囲み、使用する土地の所在地・住所・氏名を

記入する。 

・分岐新設、分岐改造の場合は給水管所有者から同

意を得る。 

 

 

・給水管の分岐同意の場合は、利害関係人欄の「分

岐」を丸で囲み、対象となる水栓番号・所在地・

住所・氏名を記入する。 

・給水装置所在地（追加）欄は、申込地の地番が複

数ある場合は全て記入する。(追加) 

 

 

 

 

・給水装置の「使用者」が土地・家屋の所有者と異

なるときは使用の同意承諾を得る。 

・給水管所有者分岐同意書欄及び土地家屋使用承諾

書欄には、署名捺印していただいた日付も記入し

てもらう。 

・土地使用承諾書には、使用する土地の町名地番等

を記入する。使用する土地が給水装置所在地と同

一であっても町名地番は記入する。 

・分岐新設、分岐改造の場合は給水管所有者分岐同

意書にかならず署名捺印をもらう。（親管水栓番

号が付いている場合には水栓番号の所に記入す

る。） 

・給水管所有者分岐同意書欄には、対象となる水栓

番号を記入する。 

 (削除) 

 

 

 

 

 

(削除） 

 

(削除） 

 

 

 

ｐ.5 

下から

9行目 

・使用者欄は、今後給水を使用していくであろうと

する人の名前を記入する。（工事期間だけ使用を

変更する場合は工事期間中の使用者の住所、氏

名、電話番号を摘要欄にボールペンで記入する。

会社等の場合は代表者名、肩書き、フリガナも記

入する） 

・用途欄の家事用以外は、用途を確認し摘要欄に建

物名、業種、店舗内容等を記入する。 

・一栓取出し工事で水道を使用しない場合はメータ

ーを設置しない。水道を使用する場合（工事用水、

畑の散水、洗車等）は念書を提出する。（休止し

た場合はメーター返却となる） 

 (削除） ｐ.6 

上から 

1 行目 

・舗装に伴う一栓取出しを行う工事では、摘要欄に

その旨を記入する。 

ｐ.5 

下から 

8 行目 

・共同住宅等の給水申込みでは、アパート名は給水

装置所在地欄に、部屋番号は部屋番号・区画番号

欄に記入する。散水用の水栓の場合は、部屋番

ｐ.6 

上から 

4 行目 

・共同住宅等の給水申込みでは、部屋番号を摘要欄

にボールペンで記入する。 
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号・区画番号欄に「散水栓」と記入する。 

 (削除） ｐ.6 

上から 

7 行目 

・共有私道に面する宅地の取出し工事は、分岐新設

は不可。個々に取出し工事を行う。 

ｐ.5 

下から 

3 行目 

・工事申込書は申込みする前に必ず主任技術者がチ

ェックし訂正がないようにする。 

・審査終了後の連絡を指定給水装置工事事業者欄の

電話番号にするので、連絡の取れる電話番号を記

入する。 

ｐ.6 

上から 

10 行目 

・工事申込書は申込みする前に必ず主任技術者にチ

ェックしてもらい訂正がないようにする。 

(追加) 

ｐ.6 

上から 

1 行目 

・申込み前にＰ４１「事前調査項目」の項目につい

て十分に調査を行い標準施工外にならないよう

設計する。（削除） 

ｐ.6 

上から 

13 行目 

・申込み前にＰ３４「調査項目と内容」の項目につ

いて十分に調査を行い標準施工外にならないよ

う設計する。また、申込地に既存の取出しがない

か確認し、一つの敷地に取出しが重複しないよう

にする。 

ｐ.6 

上から 

3 行目 

・図面に使用する表示は、Ｐ４２・Ｐ４３｢給水装

置等表示一覧｣のとおりとする。なお、表示にな

い道路、河川、樹木、車庫、その他は適宜判り易

いように記入する。 

ｐ.6 

上から 

16 行目 

・メーター記号は、Ｐ７４「給水装置記号の表示」

を参考とし、メーターボックス、丙止水栓等の表

示は、省略する。 

 （削除） ｐ.6 

下から 

16 行目 

・図面に使用する表示は、Ｐ７３｢給水装置等表示

一覧｣のとおりとする。なお、表示にない道路、

河川、樹木、車庫、その他は適宜判り易いように

記入する。 

ｐ.6 

上から 

11 行目 

・取出し箇所に水道以外の埋設管や暗渠等がある場

合は、名称・埋設深さ・離れ・配管等を点線で記入

する。 

ｐ.6 

下から 

17 行目 

・取出し箇所に水道以外の埋設管等がある場合は記

入する。 

ｐ.6 

下から 

6 行目 

・メーターを取出し部分から乙止水栓までの直線上

に設置しない場合、乙止水栓の上流側の境界からメ

ーターまでの離れの寸法を記入する。 

ｐ.7 

上から 

8 行目 

・メーターを取出し部分から乙止水栓までの直線上

に設置しない場合、境界からの離れの寸法を記入

する。 

ｐ.6 

下から 

2 行目 

・建築物完成後、(削除)自主検査調書を提出し、申

込書メ―タオフセット記入欄にオフセットを記

入する。その際、図面に変更等が生じた場合、修

正した図面を提出する。 

ｐ.7 

上から 

12 行目 

・建築物完成後、給水装置工事竣工検査願、自主検

査調書を提出し、申込書メ―タオフセット記入欄

にオフセットを記入する。その際、図面に変更等

が生じた場合、申込書図面を修正する。 

ｐ.7 

上から 

2 行目 

・（削除）図面が描ききれない場合は別紙（指定用

紙）で記入する。 

ｐ.6 

上から 

8 行目 

・給水装置工事申込書（裏面）で図面が描ききれな

い場合は別紙（指定用紙）で記入する。 

ｐ.7 

上から 

3 給水材料（１次側） 

・分岐部分から乙止水栓下流側のフレキシブル継手

ｐ.7 

上から 

3 給水工事設計書 

・(追加)乙止水栓下流側のフレキシブル継手までの
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3 行目 までの使用材料を記入する。（Ｐ１６・Ｐ１８参

照） 

・施工後変更があれば修正する。 

16 行目 使用材料を記入する。（Ｐ１６．Ｐ１８参照） 

 

(追加) 

ｐ.7 

上から 

7 行目 

4 掘削状況 

・公道取出しの掘削図を記入する。 

 

(削除) 

 

 

(削除) 

ｐ.7 

上から 

19 行目 

(追加) 

・公道取出しの掘削図、舗装復旧図等を「給水工事

設計書」の記事欄に明記する。 

・舗装復旧を側溝布設工事等の他の工事の施工者が

行う場合、「側溝布設工事で復旧」等を記事の欄

へ記入する（舗装復旧図等の記載は不要） 

・本復旧が他の工事の復旧と重なるときは、他の工

事の復旧を含めた全体の大きさを記入する。 

ｐ.7 

上から 

9 行目 

5 念書 

・申込者の都合などで、適切な設計がなされない場

合（受水槽の設置が望ましいが設置できない場

合、口径増大が望ましいが増大しない場合、メー

ターを標準と異なる位置に設置する場合等）に

は、念書または理由書等を自署捺印（法人の場合

は社名スタンプでも良い。印鑑は代表者印を押印

する。）の後に三者（申込者、上下水道局、工事

店）の確認を得る。 

ｐ.7 

下から 

14 行目 

(追加) 

・申込者の都合などで、適切な設計がなされない場

合（受水槽の設置が望ましいが設置できない場

合、口径増大が望ましいが増大しない場合、メー

ターを標準と異なる位置に設置する場合等）に

は、念書または理由書等を自署捺印（追加）の後

に三者（申込者、上下水道局、工事店）の確認を

得る。 

ｐ.7 

上から 

15 行目 

6 貯水槽（受水槽）についての注意 

・貯水槽には、ウォーターハンマーを防止するため

波よけ板、水撃防止器を必ず設置し、給水管の口

径が２５㎜以上は定水位弁、フレキシブルジョイ

ントを設置する。バキュームブレーカは必要に応

じて設置する。設置した器具を図面に記入する。 

 

ｐ.7 

下から 

10 行目 

4 貯水槽（受水槽）についての注意 

・貯水槽には、定水位弁、波よけ板、バキュームブ

レーカ、フレキシブルジョイント、ウォーターハ

ンマーを防止するための水撃防止器を必ず設置

する。図面にもそれらの器具を記入する。 

ｐ.7 

下から 

11 行目 

7 耐圧試験および写真管理 

・耐圧試験の手順及び写真の撮影法については、Ｐ

２７「給水工事検査について」・Ｐ２８「耐圧テ

ストポンプの掛け方（１次側）」及びＰ２９・３

０「耐圧試験写真撮影要領」の通りに行う。 

ｐ.8 

上から

1行目 

5 耐圧試験および写真管理 

・耐圧試験の手順及び写真の撮影法については、Ｐ

５６「給水工事検査について」・Ｐ５７「耐圧テ

ストポンプの掛け方（１次側）」及びＰ５８「耐

圧試験写真撮影要領」の通りに行う。 

 (削除) ｐ.8 

上から

10 行目 

・水道給水装置工事届済看板は現場に設置した状況

を撮影する。 

ｐ.8 

上から

2行目 

・共同住宅等については、給水主管の第一乙止水栓

以降耐圧テストを行い写真提出する。（メーターの

二次側について提出は不要） 

ｐ.8 

上から

15 行目 

・共同住宅等については、メイン管の第一乙止水栓

以降耐圧テストを行い写真提出する。（メーター

の二次側について提出は不要） 
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ｐ.8 

上から

4行目 

8 工事施工書 ｐ.8 

上から

17 行目 

6 工事施工書 

ｐ.8 

上から 

16 行目 

・主任技術者は記入内容を確認すること。 ｐ.8 

下から

11 行目 

・主任技術者が記入内容を確認し認印を押すこと。 

ｐ.8 

上から 

18 行目 

・申込時は設計の図面を記入する。施工後、図面を

修正して提出する。 

・配水管等の分岐から立ち上がりまでの延長、立ち

上がりの延長、立ち上がりから宅内止水栓までの

各延長等を記入する（切り管延長を記入しない）。

管種（フレキシブル継手と分けて記入）・口径・

給水管深さを記入する。 

(削除) 

ｐ.8 

下から

9行目 

・施工後に記入する。 

 

・配水管等から立ち上がり、宅内止水栓までの各延

長、管種（フレキシブル継手と分けて記入）・口

径・給水管深さを記入する。 

 

 

・切り管延長でなくつないだ管の芯までの寸法を記

入する。 

 (削除) ｐ.9 

上から

2行目 

（既設道路の舗装構成） 

参考）道路構成
舗装厚＝路盤厚＋ｱｽﾌｧﾙﾄ厚
ＧＬ ｱｽﾌｧﾙﾄ＋上層路盤＋下層路盤 路盤施工済み砂利道

ＧＬ （上層＋下層）

路盤厚
舗装厚 路盤厚

転圧部分 転圧部分

ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒ｱｽｺﾝ）

上層路盤(粒調砕石) 上層路盤(粒調砕石)

下層路盤(砕石) 下層路盤(砕石)

切込砕石での 切込砕石での

 

 

既設道路の舗装構成の記入例
施工書には既存の舗装厚を記入すること。
舗装厚＝路盤厚＋ｱｽﾌｧﾙﾄ厚で記入
例えば路盤26cm、ｱｽﾌｧﾙﾄ4cmなら
舗装厚 ＝ 0.26 + 0.04  既設舗装厚 t=0.30m

 既設路盤厚 t=0.26m
路盤施工済み砂利道で、路盤26cmなら
舗装厚 ＝ 0.26 + 0  既設舗装厚 t=0.26m

 既設路盤厚 t=0.26m

 

 

ｐ.8 

下から

12 行目 

・水道以外の埋設管や暗渠等がある場合は、名称・

埋設深さ・離れ・配管等を記入する。 

ｐ.8 

下から

1行目 

(追加) 

ｐ.8 

下から

10 行目 

・道路後退がある場合は幅員を記入する。 ｐ.9 

上から

2行目 

(追加) 

ｐ.8 

下から

8行目 

・工事完了後５営業日以内に、給水取出し工事写

真・耐圧試験報告書・給水取出し工事写真チェッ

クシート・耐圧試験写真チェックシートと一緒に

提出する。（様式は市のホームページからダウン

ロードするか、上水道整備課給水係の窓口で受け

取ってください。） 

ｐ.9 

下から

20 行目 

・工事完了後５日以内に、給水取出し工事写真・耐

圧試験報告書・給水取出し工事写真チェックシー

ト・耐圧試験写真チェックシートと一緒に提出す

る。（様式は市のホームページからダウンロード

するか、上水道整備課給水係の窓口で受け取って

ください。） 
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ｐ.8 

下から

5行目 

9 施工（公道） ｐ.9 

下から

16 行目 

7 施工（公道） 

ｐ.9 

下から

18 行目 

(削除) 

 

 

・公道等で給水管の立ち上げ・立ち下げしない。た

だし、現場の状況により必要な場合は施工前に局

担当者・道路管理者と打合せする。 

ｐ.10 

上から

13 行目 

・道路上に止水栓を設置する場合は、立ち上がりを

設けず止水栓を深くしたまま、継足し筐を使用し

高さ調整する。 

・公道等で給水管の立ち上げ・立ち下げしない。た

だし、現場の状況により必要な場合は施工前に局

担当者(追加)と打合せする。 

ｐ.9 

下から

14 行目 

・他の地下埋設物を発見した時は監督員に報告し、

施工書の断面図に名称・埋設深さ・離れ・配管等

を記入する。 

ｐ.10 

上から

19 行目 

・他の地下埋設物を発見した時は監督員に報告し、

施工書に構造、形状、埋設位置及び深さを記入す

る。 

ｐ.9 

下から

2行目 

（掘削・埋戻し・舗装復旧） 

・取出し小穴には、必要以上のカッターを入れない。 

・掘削断面は垂直に掘り下げる。 

・サドル付分水栓が小穴の端にきてしまう場合は、

小穴を広げる。広げた小穴から継手等が出てきた

場合は有効長で３０ｃｍ以上の離隔をとる。 

ｐ.10 

下から

9行目 

（掘削及び埋戻し） 

・取出し小穴には、必要以上のカッターを入れない。 

・掘削断面は垂直に掘り下げる。 

(追加) 

ｐ.10 

上から

13 行目 

・深さ管理は、配水管上でスタッフ等を使用し正確

に測る。 

・粒調砕石厚が１５ｃｍ以上の場合は、１５ｃｍ以

下の２層以上で埋戻し転圧する。 

・路盤とアスファルトの復旧厚は道路管理者に確認

する。 

・アスファルトは加熱材料を使用する（常温合材使

用禁止）。 

・乳剤散布は十分に行う。 

・舗装仮復旧後、指定店番号を青色でマーキングす

る。 

・舗装仮復旧においても区画線・道路標示を必ず復

旧する。 

・舗装本復旧についても道路管理者の指示の通り施

工する。 

仮復旧 平面図 本復旧 平面図

0
.
3
0

1
.
0
0

1
.
0
0

1
.
6
0

0
.
3
0

配水管 影響部

舗装復旧標準図

配
水
管

1.40

0.30 0.30

掘削部

0.80

0.40 0.40

0.80

掘削部

 

ｐ.11 

上から

4行目 

(追加) 

 

(追加) 

 

(追加) 

 

(追加) 

 

(追加) 

(追加) 

 

・舗装仮復旧においても区画線・道路標示を必ず復

旧する。 

(追加) 

 

(追加) 
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(追加) 

ｐ.11 

下から 

23 行目 

・事前調査を入念に行い、工事終了後に取出し位置

や止水栓設置位置に変更が生じないように設計

する。（事前調査項目参照） 

ｐ.11 

上から 

6 行目 

・事前調査を入念に行い、工事終了後に取出し位置

や止水栓設置位置に変更が生じないように設計

する。（調査項目と内容参照） 

ｐ.11 

下から 

19 行目 

・工事看板は指定された看板を施工時に工事ヵ所に

設置する。（Ｐ２３参照） 

・許可書類はＰ２４「各種許可書掲示」を参考に掲

示し工事看板に貼付けない。 

ｐ.11 

上から 

10 行目 

・工事看板は指定された看板を施工時に工事ヵ所に

設置する。（Ｐ２６参照） 

・許可書類はＰ２７「各種許可書掲示」を参考に掲

示し工事看板に貼付けない。 

ｐ.11 

下から 

12 行目 

・給水管引込み位置を明確にするため、給水管布設

後速やかに側溝・地先ブロック等がある場所はセ

ーフティマーク、側溝等がない場所は官民境界の

民地側に明示杭を設置する。 

ｐ.11 

上 7 か

ら 

17 行目 

・給水管引込み位置を明確にするため、給水管布設

後速やかに側溝・地先ブロック等がある場所はセ

ーフティマーク、側溝等がない場所は(追加)に明

示杭を設置する。 

ｐ.11 

下から 

10 行目 

10 施工（宅内） ｐ.11 

上から 

19 行目 

8 施工（宅内） 

ｐ.11 

下から 

5 行目 

・共同住宅等で宅地内の分岐を必要とする場合は、

給水主管の埋設深さは、０．６ｍ以上とし、境界

からの離隔は０．５ｍ以上とする。また、給水主

管から分岐する場合は、分岐管（分岐直近部）に

止水栓を設置する。 

ｐ.11 

下から 

15 行目 

・共同住宅等で宅地内の分岐を必要とする場合は、

メイン管の埋設深さは、０．６ｍ以上とし、境界

からの離隔は０．５ｍ以上とする。また、メイン

管から分岐する場合は、分岐管（分岐直近部）に

止水栓を設置する。 

 (削除) ｐ.12 

上から 

6 行目 

・鋳鉄製メーターボックスを設置する場合は申込み

前に必ず局担当者と打ち合わせをする。 

ｐ.12 

上から 

1 行目 

・共同住宅等で第一乙止水栓から各部屋等の分岐箇

所までの配管について、配管を曲げて布設する箇所

にはセーフティマーク又は明示杭を設置する。 

 (追加) 

ｐ.12 

上から 

5 行目 

・改造工事等で申込みする場合、既存の止水栓・メ

ーター器の位置・深さが施工基準と異なっている

場合は、基準通りに設置し直す。また、道路後退

があった場合は止水栓を基準位置に後退させる。 

ｐ.11 

下から 

8 行目 

・改造工事等で申込みする場合、既存の止水栓・メ

ーター器の位置(追加)が施工基準と異なってい

る場合は、基準通りに設置し直す。また、道路後

退があった場合は止水栓を基準位置に後退させ
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る。 

ｐ.12 

下から 

19 行目 

・メーター以降の配管は原則埋設とする。申込み時

に局担当者と協議の上屋外露出配管とする場合に

は、ライニング鋼管（VD・VB）とし、保温巻等の凍

結防止対策をする。 

・メーター器二次側以降のバルブはボールバルブ又

はゲートバルブ（１０Ｋ砲金製）を使用し（削除）、

それ以後にどのような給水装置を設置するかを記

入する。（２階用・地階用含む）尚、バルブ止めの

場合は逆止弁付ボールバルブとする。（申込み前に

必ず局担当者と協議する） 

ｐ.12 

上から 

13 行目 

・メーター以降の配管は原則埋設とする。申込み時

に局担当者と協議の上屋外露出配管とする場合に

は、内外面ライニング鋼管（VD）とし、保温巻等の

凍結防止対策をする。 

・メーター器二次側以降のバルブはボールバルブ又

はゲートバルブ（１０Ｋ砲金製）を使用し（スリー

スバルブは使用禁止）、それ以後にどのような給水

装置を設置するかを記入する。（２階用・地階用含

む）尚、バルブ止めの場合は逆止弁付ボールバルブ

とする。（申込み前に必ず局担当者と協議する） 

ｐ.12 

下から 

12 行目 

・２階立ち上がり手前には、必ずボールバルブを設

ける。（削除） 

ｐ.12 

上から 

21 行目 

・２階立ち上がり手前には、必ずボールバルブを設

ける。（スリースバルブは使用禁止） 

ｐ.12 

下から 

9 行目 

・建物内部の配管は防寒対策を実施する。また、HIVP

管は使用しない。 

ｐ.12 

上から 

26 行目 

・建物内部の配管は内面ライニング鋼管（VD・VB）

以上（HIVP は使用禁止）を使用し防寒対策を実施す

る。 

 (削除) ｐ.12 

下から 

5 行目 

・「給水装置工事届出済」看板は工事期間中現場に

掲出しておく。 

ｐ.13 

上から 

1 行目 

11 自主検査調書 ｐ.12 

下から 

4 行目 

9 自主検査調書 

 (削除) ｐ.12 

下から 

2 行目 

・確認欄へ記入（検査確認した事項に○、該当しな

い項目に斜線）する。 

 (削除) ｐ.13 

上から 

1 行目 

・受水槽がある場合は実容量を記入する。 

 (削除) ｐ.10 

下から 

15 行目 

10 給水装置工事竣工検査願 

ｐ.13 

上から 

5 行目 

12 穿孔作業や施工中の配水管の破損事故等による

濁り水の発生や断水について 

ｐ.13 

上から 

4 行目 

11 穿孔作業や施工中の配水管の破損事故等による

濁り水の発生や断水について 

ｐ.13 

上から 

13 分水止め ｐ.13 

上から 

12 分水止め 
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12 行目 4 行目 

ｐ.13 

上から 

18 行目 

14 給水取出し 

・給水取出しした給水管については上下水道局で自

然漏水等の修理を行うため、一敷地に重複して給

水取出しはできない。給水取出し工事の申込をす

る場合は既存の給水取出しがないか確認するこ

と。 

・既設の給水取出しについて給水装置の所有者が配

水管又は連合管から分岐するところで切り離す

工事を行っても、別の敷地で給水取出しする場合

は加入金を納入する。 

 (追加) 

ｐ.13 

下から 

6 行目 

15 無断通水（盗水）防止について ｐ.13 

下から 

7 行目 

13 無断通水（盗水）防止について 

ｐ.14 (頁移動) ｐ.28 (頁移動) 

ｐ.15 

 

⑤ 

⑨ 

⑩ 

（止水栓筐の蓋の向き）追加 

（止水栓の位置）追加 

（止水栓の深さ「0.6ｍ以上」） 

（官民境界から配水管までの離れ）削除 

ｐ.15 

 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

 

 

（止水栓の深さ「0.6ｍ」） 
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ｐ.16 

 

                       

ｐ.16 

 

                       

ｐ.17 

 

⑤ 

⑨ 

⑩ 

（止水栓筐の蓋の向き）追加 

（止水栓の位置）追加 

（止水栓の深さ「0.6ｍ以上」） 

（官民境界から配水管までの離れ）削除 

ｐ.17 

 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

 

 

（止水栓の深さ「0.6ｍ」） 
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ｐ.18 

 

                    

ｐ.18 

 

                    

ｐ.19 

 

 

ｐ.19 
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ｐ.20 

 

ｐ.20 

 

ｐ.21 

 

 

                    

ｐ.24 
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ｐ.22 

 

 

                    

ｐ.25 

 

 

                    

ｐ.23 (頁移動) ｐ.26 (頁移動) 

ｐ.24 (頁移動) ｐ.27 (頁移動) 

ｐ.25 (頁移動) ｐ.53 (頁移動) 

ｐ.26 

上から 

13 行目 

７ 仮復旧と指定工事業者番号  

・仮復旧の写真は、復旧箇所の縦・横にスタッフ又

は帯広テ－プを当て、長さが確認できるように

し、道路に指定工事業者番号を青色でペイント

し、小黒板を入れて撮る。 

・仮復旧は加熱アスファルトを使い（常温合材は使

用禁止）粒調砕石の上に乳剤を散布し、その散布

後の状況写真を撮る。 

・仮復旧完成時、路側線・センターライン等も復旧

し、既存道路との境目に乳剤で目地をし、その上

に砂で養生した完成写真を撮る。 

ｐ.54 

上から 

13 行目 

７ 一次復旧と指定工事業者番号  

・一次復旧の写真は、復旧箇所の縦・横にスタッフ

又は帯広テ－プを当て、長さが確認できるように

し、道路に指定工事業者番号を青色でペイント

し、小黒板を入れて撮る。 

・一次復旧は加熱アスファルトを使い（常温合材は

使用禁止）粒調砕石の上に乳剤を散布し、その散

布後の状況写真を撮る。 

・一次復旧完成時、路側線・センターライン等も復

旧し、既存道路との境目に乳剤で目地をし、その

上に砂で養生した完成写真を撮る 

ｐ.26 

下から 

13 行目 

・道路側溝が存在しない場所で地先ブロックがある

場所はセーフティマークを打ち込み、それ以外は官

民境界の民地側に「明示杭」を打ち込み小黒板を入

ｐ.54 

下から 

15 行目 

・道路側溝が存在しない場所で地先ブロックがある

場所はセーフティマークを打ち込み、それ以外は官

民境界(追加)に「明示杭」を打ち込み小黒板を入れ
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写  真 

 

 

写  真 

 

れ完了写真を撮る。 

(省略) 

(削除) 

 

 

１０ （省略） 

１１ （省略） 

１２ （省略） 

完了写真を撮る。 

(省略) 

１０水道給水装置工事届済看板  

・水道給水装置工事届済看板を現場止水栓又はメー

ターボックス付近に設置し写真を撮る。 

１１ （省略） 

１２ （省略） 

１３ （省略） 

ｐ.27 (頁移動) ｐ.56 (頁移動) 

ｐ.28 (頁移動) ｐ.57 (頁移動) 

ｐ.29 耐圧試験写真撮影要領 

 

１ 全景（加圧前）写真 

 ・ 主任技術者が写る 

・ テストポンプとメーター接続用フレキシブル継

手を接続した状態で撮る 

・ 圧力計の値は０ＭＰａで撮る 

※写真が不鮮明な場合は拡大した写真を撮影する 

・ 小黒板を入れて撮る 

 

２ テストポンプの加圧完了直後の写真 

 ・圧力計の値を 1.75 ＭＰａまで加圧して撮る 

  ※写真が不鮮明な場合は拡大した写真を撮影

する 

・検査時の状況が確認できるように撮る 

  ※圧力計だけを写さないようにする 

・小黒板を入れる 

小黒板記入例 

年 月 日   〇年 〇月 〇日 

工 事 名 ○○邸新築給水設備工事 

工事箇所 伊勢崎市○○町○○番地 

工   種 耐圧試験 

内   容 装置取付状況・主任技術者立会い 

指定工事業者 （株）○○設備工業 

ｐ.58 耐圧試験写真撮影要領 

 

No.１ 

○ 全景写真（メーターボックス

を入れる） 

〇主任技術者立会い（写真に入

る） 

〇一次側耐圧試験はメーター接

続用フレキシブル継ぎ手に接続

する 

〇取り付け状況及びテストポンプの状況加圧前 

０ ＭＰａ 

〇小黒板に状況記入する 

 

No.2 

〇加圧状況写真 1.75 ＭＰａ 

〇小黒板に状況記入する 

〇検査時にその実態が明確に確

認できるように撮影する 

 

 

                   

 

 

 

No.3 



 16 
 

 

写  真 

 

 

 

写  真 

 

 

 

写  真 

 

 

 

写  真 

 

 

 

小黒板記入例 

年 月 日   〇年 〇月 〇日 

工 事 名 ○○邸新築給水設備工事 

工事箇所 伊勢崎市○○町○○番地 

工   種 耐圧試験 

内   容 加圧状況 1.75ＭＰａ 

指定工事業者 （株）○○設備工業 

〇加圧後１分間経過写真  

（1.75 ＭＰａ より下がらない

こと）             

○ 小黒板に状況記入する 

〇検査時にその実態が明確に確

認できるように撮影する 

 

ｐ.30 ３ 加圧後１分間経過後 

 ・圧力計の値が 1.75 ＭＰａより低くてもよいが

保持している状態で撮る 

・検査時の状況が確認できるように撮る 

  ※圧力計だけを写さないようにする 

・小黒板を入れる 

 

４ （加圧後１分間経過後の）圧力計の拡大写真 

・圧力計の値が 1.75 ＭＰａより低くてもよいが保

持している状態で撮る 

・小黒板を入れる 

 

５ 「指定工事業者シール」貼付状況 

※工事写真に含まれていれば、耐圧試験の写真では

小黒板記入例 

年 月 日   〇年 〇月 〇日 

工 事 名 ○○邸新築給水設備工事 

工事箇所 伊勢崎市○○町○○番地 

工   種 耐圧試験 

内   容 1 分経過後 1.75ＭＰａ 

指定工事業者 （株）○○設備工業 

小黒板記入例 

年 月 日   〇年 〇月 〇日 

工 事 名 ○○邸新築給水設備工事 

工事箇所 伊勢崎市○○町○○番地 

工   種 耐圧試験 

内   容 圧力計拡大 1.75ＭＰａ 

指定工事業者 （株）○○設備工業 

ｐ.59 No.４ 

〇圧力計の拡大写真 1.75 ＭＰ

ａ 

〇小黒板に状況を記入する 

〇検査時にその実態が明確に確

認できるように撮影する 

 

 

No.5 

○「水道給水装置届出済」看板設

置状況写真 （取出し工事のない

改造工事の場合は必要に応じて

竣工時に提出） 

  

 

 

No.6 

○「指定工事業者シール」貼付状

況写真 （取出し工事のない改造

工事の場合は必要に応じて竣工

時に提出） 
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提出不要 

 

 

ｐ.31 (頁移動) ｐ.63 (頁移動) 

ｐ.32 (頁移動) ｐ.64 (頁移動) 

ｐ.33 (頁移動) ｐ.65 (頁移動) 

ｐ.34 (頁移動) ｐ.66 (頁移動) 

ｐ.35 (頁移動) ｐ.67 (頁移動) 

ｐ.36 (頁移動) ｐ.68 (頁移動) 

ｐ.37 (頁移動) ｐ.69 (頁移動) 

ｐ.38 (頁移動) ｐ.77 (頁移動) 

ｐ.39 

 

ｐ.78 

 

ｐ.40 
上から

1段目

左から

2囲目 

事前調査 

事前調査項目をもとにして申込者・上水道整備課・

現地等にて確認作業を行う。 

ｐ.14 

上から

1段目

左から

2囲目 

事前調査 

調査項目と内容をもとにして申込者・上水道整備

課・現地にて確認作業。この時点で「調査項目と内

容」を完成させる。 

ｐ.40 

上から

1段目

左から

3囲目 

設計及び申込書作成 

水道給水装置工事申込書(削除)等の書類作成 

ｐ.14 

上から

1段目

左から

3囲目 

設計及び申込書作成 

水道給水装置工事申込書・工事施工書・給水工事設

計書等の書類作成 
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ｐ.40 

上から

2段目

左から

2囲目 

給水装置工事申込書に必要書類を全て添付して申

込みをした日から４営業日後まで内容確認します。 

ｐ.14 

上から

2段目

左から

2囲目 

申込日から４営業日後まで内容確認します。 

ｐ.40 

上から

2段目

左から

3囲目 

３工事内容確認シート 

省略 

(削除) 

ｐ.14 

上から

2段目

左から

3囲目 

３調査項目と内容 

省略 

・上水道整備課窓口で申込みをする時に「水道給水

装置工事届出済」看板を受け取る。 

ｐ.40 

上から

3段目

左から

2囲目 

公道内工事 

・宅内止水栓工事・舗装仮復旧まで。この時点で書

類作成に必要な写真を撮り、寸法を測りオフセット

を記入 

ｐ.14 

上から

3段目

左から

2囲目 

公道内工事 

・宅内止水栓工事・舗装一次復旧まで。この時点で

書類作成に必要な写真を撮り、寸法を測りオフセッ

トを記入 

ｐ.40 

上から

3段目

左から

3囲目

下カッ

コ内 

一栓工事の場合は、(削除)自主検査調書の提出とメ

ーターオフセットを記入する。申込図面等に変更が

ある場合は修正した図面を提出する。 

 

ｐ.14 

上から

3段目

左から

3囲目

下カッ

コ内 

一栓工事の場合は、竣工検査願・自主検査調書の提

出とメーターオフセットを記入する。(追加) 

 

ｐ.40 

上から

4段目

左から

3囲目 

自主検査調書等の提出 

・工事完成後下記書類を速やかに提出（２週間以内） 

・自主検査調書 

・修正した配管図（変更がある場合） 

 

・配管図にメーターオフセットを記入する 

ｐ.14 

上から

4段目

左から

3囲目 

給水装置工事竣工検査願・自主検査調書提出 

・工事完成後(追加)速やかに提出（２週間以内） 

(追加) 

・竣工検査願提出時、工事申込書にメーターオフセ

ットを記入する。 

・延長及び申込図面等に変更がある場合は訂正す

る。 

ｐ.41 

上から 

1 行目 

事前調査項目 

（削除） 

ｐ.34 

上から 

1 行目 

調査項目と内容 

○は調査等が必要な項目、調査や確認を行い○に v 

でチェック 

ｐ.41 

上から 

3 段目 

左から 

2 列目 

自家水使用の有無 ｐ.34 

上から 

3 段目 

左から 

2 列目 

（追加） 
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ｐ.41 

上から 

4 段目 

左から 

2 列目 

所有者、（削除）形態（単独・連帯）、 ｐ.34 

上から 

4 段目 

左から 

2 列目 

所有者、布設年月、形態（単独・連帯）、 

ｐ.41 

上から 

5 段目 

左から 

2 列目 

水道メーターと止水栓（仕切弁）の位置・深さ・材

料、 

ｐ.34 

上から 

5 段目 

左から 

2 列目 

水道メーターと止水栓（仕切弁）の位置（追加）、 

ｐ.41 

下から 

6 段目 

左から 

2 列目 

（削除） ｐ.34 

下から 

6 段目 

左から 

2 列目 

【埋設物  有 ・ 無 】※該当を〇で囲む 

ｐ.41 

下から 

4 段目 

左から 

2 列目 

（削除）口径、管種、布設位置、 ｐ.34 

下から 

4 段目 

左から 

2 列目 

布設年月、口径、管種、布設位置、 

ｐ.41 

下から 

1 行目 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

ｐ.34 

下から 

3 行目 

指定工事業者     給水装置工事申込者  

           住 所 

           氏 名 

ｐ.42 (頁移動) ｐ.73 (頁移動) 

ｐ.43 (頁移動) 

(下の表) 

 

ｐ.74 (頁移動) 

(下の表) 
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ｐ.44 

 

                        

ｐ.29 

 

                        

ｐ.45 

 
                        

ｐ.30 
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ｐ.46 

 

                        

ｐ.31 

 

                        

ｐ.47 

 

                        

ｐ32 
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ｐ.48 

 

                        

ｐ.51 

 

                    

ｐ.49 

 

                        

ｐ.50 
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ｐ.50 

 

                        

ｐ.52 

 

ｐ.51 

 

                       

ｐ.49 
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ｐ.52 

 

                        

ｐ.41 

 

                    

ｐ.53 

 

                        

ｐ.42 
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ｐ.54 

 

                        

ｐ.44 

 

                        

ｐ.55 

 

                        

ｐ.45 

 

                        



 26 
 

ｐ.56 

 

ｐ33 

 

                        

ｐ.57 

 

 

 (頁追加) 

ｐ.58 (頁移動) ｐ.35 

 

(頁移動) 
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ｐ.59 (頁移動) ｐ.36 

 

(頁移動) 

ｐ.60 (頁移動) ｐ.37 

 

(頁移動) 

ｐ.61 

 

ｐ.46 

 

ｐ.62 

 

ｐ.47 

 

ｐ.63 

 

ｐ.48 
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ｐ.64 

 

 (頁追加) 

ｐ.65 (頁移動) ｐ.40 (頁移動) 

ｐ.66 

決裁欄 

 

 

 

 

             

確  認 受  付 

  

ｐ.55 

決裁欄 

 

 

 

 

 

                      

    年  月  日・発議 

課  長 審  査 受  付 

   

ｐ.67 

上から 

1 行目 

１．公道取出し 

２．給水主管（アパート・テナント等） 

３．建物内給水管（受水槽・自家水から切り替え） 

ｐ.62 

上から 

1 行目 

１．公道取出し 

２．メイン管 

（追加） 

ｐ.67 

決裁欄 

(削除) ｐ.62 

決裁欄 

 

 

 

 

                    

課 長 審  査 受  付 

   

ｐ.67 

上から 

8 行目 

水道法施行令第６条（給水装置の構造及び材質の基

準）及び、給水装置の構造及び材質の基準に関する

省令第１条（耐圧に関する基準）により、別紙写真

のとおり検査しました。 

ｐ.62 

上から 

7 行目 

水道法施行令第５条第２項（給水装置の構造及び材

質の基準）及び、厚生省令第１条（耐圧に関する基

準）により、別紙写真のとおり検査しました。 
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ｐ.68 

 

                    

ｐ.75 

 

                    

ｐ.69 (頁移動) ｐ.70 (頁移動) 

ｐ.70 (頁移動) ｐ.71 (頁移動) 

ｐ.71 (頁移動) ｐ.72 (頁移動) 

 (頁削除) ｐ.21 

から 

ｐ.23 

 

 (頁削除) ｐ.38 

ｐ.39 

 

 (頁削除) ｐ60 

ｐ61 

 

 (頁削除) ｐ76  

 

 


